
  

 

市民部市民税課 

調布市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（案）の概要について 

 

１ 個人住民税 

大学生年代の子等（対象１９歳以上２３歳未満）に関する特定親族特別控除を追加します。 

（施行期日：令和８年 1 月 1 日） 

 

２  市たばこ税 

加熱式たばこは，紙巻たばこよりも税負担が低い状況にあるため，公平性の観点から課税方式を見直します。 

          （施行期日：令和８年４月 1 日） 

         

資料 

特定扶養控除に関して，控除対象となる大学生年

代の子等の所得要件を拡大するとともに，一定の所

得を超えた場合でも親等が段階的に控除を受けられ

る仕組みを導入します。 

（控除額：最高４５万円） 


